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(d) 日本国内、 

(e) 日本国および他のアジア諸国内、 

(f) 日本国、他のアジア諸国、韓国、中国、台湾、シンガポール、マレーシア、タイ、ベトナム、フィリピン、オーストラリア、ニュージーラン

ド、スイス、EU諸国、南アフリカ、イスラエル、UAE、インド、米国、カナダ、メキシコ、ブラジル、コスタリカ、その他BNIが展開している全

ての国々 

本契約の当事者は、前述の(a)から(f)についてそれぞれ独立して有効で分離できるものとして同意する。前述の条項又は規定のいずれかが

全体的又は部分的に無効又は強制不能であるとみなされた際には、それ以外の条項や規定そして下位条項の有効性に影響を及ぼしたり

害したりすることはないものとする。(a)から(f)は独立分離した条項とみなされる。乙は、本契約に含まれる制限事項が、甲の正当な事業利

益を守るために合理的であることを取消不能で認識し、BNIによるかような制限事項の厳格な適用に対するあらゆる抗弁を取消不能で放

棄するものとする。乙により、本契約上のいずれかの条項に対する違反が、BNIに損害を与えることがあり、金銭的補償ではかような損害を

十分に補償できないことがあることを乙は認識するものとする。従って、かような違反行為があった場合に、法律上適用可能な救済手段に加

えて、本契約の諸条項が順守されることを保証するために、甲は管轄裁判所に対して禁止命令、差止命令、その他命令を通じてかような

救済を請求する資格を権利として有しており、乙はそれに対するいかなる抗弁も放棄するものとする。 

本契約のなんらかの条項を執行するために、もし甲がなんらかの訴訟を起こす必要に迫られた際には、乙は甲の訴訟費用及び経費を負担

するものとする。本契約の期間中競合しない組織に自由に加入し参加することができる。競合しない組織には、地域の商工会議所、真正

なサービスクラブ（ロータリー、ライオンズ、青年会議所、キワニス等）が含まれる。一方で本契約の当事者が、BNIと競合する組織として、

ル・ティップ、リーズクラブ、ビジネスリファーラルエクスチェンジ等を認識するがこれに限定されない。 

本契約は当事者間の完全な競業避止の同意を含み、書面での合意がない限り変更をすることはできない。本契約は、ありとあらゆる他の

競業避止契約に優先する。本契約は日本の国内法に準拠し、それに従って解釈され、本契約の当事者は独占的な裁判権を有する国内

の裁判所に提訴するものとする。 

もし本契約の条項のいずれか、又はその適用が人によってあるいは状況によって無効であったり法的強制力がなかったりする場合でも、本契

約の残りの部分又はそうした条項の他の人や他の状況に対する適用は影響を受けないものとする。 

ディレクターコンサルタント（乙）による同意 

私は以上の諸条件に正に同意します。 

20   年   月   日 

住所： 電話番号： 

自署： 
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